





現　場　説　明　書


　工事名称：令和８年度 多用途住宅建設工事（建築）　












渡名喜村　経済課







1.工事名称　　令和８年度 渡名喜村多用途住宅建設工事
2.工事場所　　沖縄県島尻郡渡名喜1793番地
3.工期　　契約締結日の翌日から令和９年３月２５日まで
4.入札条件　　別紙のとおり
5.工事概要　　図面記載のとおり
6.工事範囲　　本工事設計図書（本書を含む。）に示す工事の施工一切

７.質問回答　　現場説明事項及び設計図面に対する質問回答は下記によりすべて文章で行う。質問書の提出部数は1部とし、持参又はＦＡＸにより提出すること。なお、質問がない場合は提出を要しない。
　　　　　　　（1）〆切日時　令和８年６月１７日（水曜日）1７時00分
　　　　　　　（2）提出場所　渡名喜村経済課（担当：桃原聡）
　　　　　　　（3）様式　別紙1のとおり
　　　　　　　（4）回答日時　回答次第随時報告
　　　　　　　（5）回答方法　メール、ＦＡＸで送信する。

８.提出書類　
　（1）別紙2に記載する書類は遅滞なく提出すること。
　（2）完成図書は別紙3による。

９.現場代理人及び主任技術者等
　　契約書第※※条に基づき行う現場代理人及び主任技術者等の通知は、別紙2の現
　場代理人等通知書により行う。

1０.官公庁への手続き
　（1）本工事に必要な官公署及びその他の機関への許認可等必要な申請及び手続は、
遅滞なく行い、かつ、これらの手続きに要する費用はすべて請負業者の負担とする。
　（2）資材の搬出入についての手続きは、所轄警察署及び道管理者と十分調整のうえ、
請負業者が行うこととし、実施に当たっては関係官公署の指示に従い、特に車両渋滞の防止、一般通行者への安全対策及び公害防止には十分配慮すること。

1１.支給材料及び貸与品
　（1）支給する工事材料及び貸与する建設機械器具は以下のとおりとし、引渡場所及
び時期については、監督員の指示による。
	品　名
	数量
	品　質
	規格・性能

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　　




　　※束石は他敷地(１７９３番地)にあるもの、又は監督員の指示によるものとする。　
　
　（2）支給材料及び貸与品は、工事の完成、設計変更等によって不用となった時は、
監督員の指示により、速やかに返還しなければならない。

1２.工事用水・工事用電力等
　　当該工事に必要な電気、電話、水道、排水施設等に要する手続きは請負業者で行い、
かつ、その設置に要する費用・使用料金等は請負業者の負担とする。

1３.工事用看板
　（1）工事用看板、工事監理者の承諾を得たもの、規格・寸法は別紙4による.
　（2）安全表示板、交通表示板を現場内外の必要な箇所に設置する。
　（3）その他表示板、工事監理者の指示による。

1４.着工前の隣接施設の調査及び周辺への配慮
　工事により隣接施設（土地、家屋、工作物及び道路等）を汚染、損壊しないよう
十分な予防措置を取り、また、工事に伴い発生する騒音等の公害についても万全
の措置を講ずること。汚染損壊した場合は、原状回復すること。
なお、工事に先立ち、現場内外における隣接施設の状態を調査及び写真撮影等に
より記録すること。
以上は、搬入経路についても同様とする。

1５.埋設物等
　　工事中に敷地内より不発弾、文化財、埋設管等の埋蔵物や埋設物を発見した場合は、
　　速やかに監督員に報告し、指示に従うこと。

1６.使用資材の統一
　　同一現場が複数の工区に分かれている場合、構造、意匠、機能、耐久性及び維持管
　　の観点から、使用材料は、原則として各工区において同一資材（材質、形状、寸法
　　重量、同一メ―カ－品）を使用すること。

1７.工程管理等
　（1）原則として、週1回の工程会議を開催すること。
　（2）安全衛生対策協議会を設置し、毎月1回以上の会議を行う事。
　（3）工程会議及び安全衛生対策協議会は、建築工事請負業者が中心となって運営すること。

1８.資材等の運搬
　（1）土砂等の運搬が運搬契約により行われる場合は、正規の運搬免許を受けた者及
　　　 び車両を使用すること。また、積載超過のないようにするとともに、交通安全管理を十分行うこと。
　（2）現場より資材を搬入・搬出する場合はゲ－トに誘導員等を配置し、安全管理に
　　　　十分配慮すること。

１９.瑕疵検査
　　請負業者は、工事完成後1年及び2年以内に、渡名喜村経済課の指示により経年
調査を受けなければならない。なお、この検査で発見された瑕疵は、速やかに修復
しなければならない。
2０.変更契約等をする場合の取り扱いについて
　　本工事の請負代金の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注
　　者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定
　　は、本体工事の請負費率（元契約÷元設計額）を変更設計額または関連工事の設計
　　額に乗じた額で行う。


2１.工期延長に伴う契約変更の対象外経費
　　当該工事における当初工期に変更が生じた場合、原則として、建物を除いた設備リ
　　－スに係る経費については、その工期延長に伴う契約変更の対象としない。


2２.参考数量について
　　本工事は、数量公開の対象工事であり、設計金額のもととなる工事費内訳書等から
　　単価及び金額を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下、「数量書」という
　　）を参考資料（参考数量）として公開、提供する。数量は、見積りを行うために
必要な図面及び仕様書の交付と同時に電子デ－タにより公開し、その提供方法は設
計図書等の提供と同一の手法による。
　　※数量書は参考数量であり、図面に記載のあるもの、工事に際し必要となるものについては原則として本工事に含むものとする。


2３.着工会議について
　　本工事は、着工会議を下記のように予定している。日程等確認のため、落札後、速やかに担当者に連絡すること。
（1） 着工会議予定日：未定
（2） 場所：未定
（3） 準備書類：現場説明書、着手関係書類（渡名喜村経済課担当者より受け取り）


2４.特記事項
　（1）施工については施工図を作成し承認を得た後着手すること。
　（2）本工事及び仮設工事については、計画書を提出し承認を得ること。
　（3）材料・機器・色調等については、監理者に見本、仕様書を提出し、承認を得ること。
　（4）監理事務所に事務用品、設備一式及び備品一式を設置すること。（協議による）
　　　　設　備　：電気、給排水、湯沸、電話、空調、インタ-ネット環境
　　　　備　品　：事務机、コンピュ－タ－3台、カラ－プリンタ－、複写機、書類棚、
　　　　救急箱、消火器、雨具、ヘルメット、安全靴、更衣室ロッカ－、冷蔵庫
　　　　エアコン、水洗トイレ、温水シャワ－等設置
（5）会議室を設置すること。（協議による）
工程会議等に利用する、会議テ-ブル、椅子、サンプル棚を設置
工程表、工事関係者機構図、各関係機関連絡表、安全管理者組織図を見やすい位置に掲示すること。
　（6）建設業退職金共済組合証紙購入確認書を提出すること。
　（7）建築基準法に基づくシックハウス対策（建築基準法第28条の2）及び「官庁営繕部における平成15年度からのホルムアルヒデド等の室内空気中の科学物質の抑制に関する措置について」による。
（8）工事中に発生する産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
　　　　その他の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。
（9） 赤土等流出防止対策については、工事着手前に関係機関と十分に調整し、その対策を講ずること。
(1０) 工事従事者は毎朝検温を実施し記録する、37.5度以上の発熱があれば、作業を中止し状況を監督職員に連絡する。
(1１) 本工事と関連する別契約の工事と「安全・施工協力会」を結成し工事期間中の現場内外の安全・衛生管理・監理事務所・会議室の設備、備品や工程会議等の運営に共同であたるものとする。




別紙1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日　

質　問　書

渡名喜村長　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　印

工事名称：令和８年度 多用途住宅建設工事（建築）
	No.
	質　　　問　　　事　　　項

	
	




















別紙2
契約後速やかに提出する書類
	
	書          類
	規格
	部数
	備          考

	1
	工事着手届
	A４
	　1
	

	2
	現場代理人等通知書
	A４
	　1
	資格者証の写、経歴書、実務経験証明書

	3
	工事工程表
	A４
	　1
	

	4
	建設業退職金共済組合掛金収納書
	－
	　1
	

	5
	建設労災補償共済制度加入証明書
	－
	　1
	

	6
	労働保険関係成立届出証明書
	－
	　1
	

	7
	建設工事保険
	－
	　1
	

	8
	工事カルテ受領書（写）
	A４
	　1
	

	9
	再生資源利用計画書
	A４
	　1
	

	10
	再生資源利用促進計画書
	A４
	　1
	



随時提出する書類
	 
	書          類
	規格
	部数
	備          考

	1
	建設工事下請通知
	A４　
	　1
	契約書第**条

	2
	施工計画書
	A４
	　1
	各工事着手前

	3
	使用材料承諾書
	A４
	　1
	規格、寸法等必要書類添付

	4
	施工図
	A４
	　1
	総合図承認後

	5
	試験成績書
	A４
	　1
	各種材料

	6
	材料検査調書、材料搬入報告書
	A４
	　1
	材料搬入ごとに



毎月5日に提出する書類
	
	書          類
	規格
	部数
	備          考

	 1
	定期報告書
	A４　
	　1
	現場技術業務受託者の審査後

	
	（1）工事進捗状況報告書
	A４
	　1
	

	
	（2）実施工程表
	A４
	　1
	契約工程表の写しに累計出来高を表示

	
	（3）県産品使用状況報告書
	A４
	　1
	各月ごと

	
	（4）工事打ち合わせ書
	A４
	　1
	各月ごと

	
	（5）工事日報
	A４
	　1
	各月ごと




別紙2-2
既済検査時に提出する書類
	
	書          類
	規格
	部数
	備          考

	1
	既済部分検査願
	A４　
	　1
	契約書に掲げる回数以内

	2
	出来高内訳明細書
	A４
	　1
	

	3
	請求書
	A４
	　1
	既済検査終了後



完成時に提出する書類
	
	書          類
	規格
	部数
	備          考

	1
	完了通知書
	A４　
	　1
	

	2
	県産品使用状況報告書
	A４
	　1
	累計

	3
	請求書
	A４
	　1
	検査合格後

	4
	工事目的物引き渡書
	A４
	　1
	

	5
	再生資源利用実施書
	A４
	　1
	

	6
	再生資源利用促進実施書
	A４
	　1
	


















別紙3
完成図書
	
	書          類
	規格
	部数
	備          考

	1
	工事日報
	A４　
	　1
	

	2
	施工計画書
	A４
	　1
	

	3
	使用資材承諾書、証明書
	A４
	　1
	

	4
	施工承認図
	A４
	　1
	A４サイズに折って提出

	5
	確認・立会願い
	A４
	　１
	

	6
	工事写真、
	A４
	　1
	Ａ４サイズに整理して提出

	7
	完成図（原図、青図）
	A１
	各1
	青図はＡ２観音版製本

	8
	完成図（青図）
	A３
	　1
	A４版観音製本

	9
	完成図CD-ROM
	－
	　2
	完成図一式、JWW、PDF

	10
	工事カルテ受領書
	A４
	　1
	

	11
	鍵引き渡書、取扱説明書
	－
	　1
	目録、キ－プラン含む

	12
	保全に関する資料
	A４
	　２
	

	13
	保証書
	Ａ４
	　1
	クリヤホルダ－に収納

	14
	工事完成引き渡書
	Ａ４
	　1
	目録含む

	15
	下請通知書
	Ａ４
	　1
	


備考：鍵は3本1組とし、鍵札（アルリル製）をつけて鍵箱に、また予備品工具類は
　　　予備品箱及び工具箱にそれぞれ整理し、目録とともに提出する。












別紙4

工事看板の規格・寸法等は、原則として下記により請負契約ごとに作成することとするが監督員の承諾により関連工事請負業者の共同作成とすることができる。

	　　
工事名称　：　○○○○○○○工事（○○）
工    期　：　令和　年　月　日　～　令和　年　月　日　
　　発注者　：　渡名喜村長　桃原優
　　監督員　：　渡名喜村役場経済課
　　設計・監理　：　
　　施工者　：　

　　



仕様　大きさ：縦900㎜×横1800㎜ 程度
　　　背景色：ホワイト
　　　文　字：丸ゴシック体、グレ－色、300ポイント程度
　　　額　縁：四方アルミ、グレ－色
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